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地方税法の一部改正等に伴う市税条例の改正の概要 

（令和８年３月３１日京都市条例第６５号） 
 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が令和８年３月３１日に公布され、その一

部が同年４月１日から施行されることに伴い、同日から施行が必要な部分について京都市市税条例の改

正を行いました。  

改正の概要は以下のとおりです。 

 

（改正内容） 

１ 軽自動車税（環境性能割の廃止） 

  地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、軽自動車税環境性能割について、令和７年度末を

もって廃止するとともに、軽自動車税種別割を軽自動車税に名称を変更するなど所要の措置を講ずる

ほか、必要な規定整備を行う。 

 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

 

（参照） 

改正前の京都市市税条例（抄） 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第６８条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割

によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって、その定置場所在地におい

て課する。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により種別割を課することができない者である

場合においては、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公

用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。 

（環境性能割の課税標準） 

第６９条の２ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として、

法第４５０条で定めるところにより算定した金額（第６９条の４において「通常の取得価額」という。）

とする。 

（環境性能割の税率） 

第６９条の３ 法第４５１条第１項の規定の適用を受けるガソリン軽自動車に対して課する環境性能

割の税率は、１００分の１とする。 

２ 法第４５１条第２項の規定の適用を受けるガソリン軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、

１００分の２とする。 

３ 前２項の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車以外の３輪以上の軽自動車に対して課する環境

性能割の税率は、１００分の３とする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、法第４４６条第２項前段に規定する平成２２年度基準エネルギー消費

効率算定軽自動車について準用する。この場合において、第１項中「第４５１条第１項」とあるのは

「第４５１条第４項において読み替えて準用する同条第１項」と、第２項中「第４５１条第２項」と

あるのは「第４５１条第４項において読み替えて準用する同条第２項」と読み替えるものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、法第４４６条第３項前段に規定する令和２年度基準エネルギー消費効
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率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第１項中「第４５１条第１項」とあるのは

「第４５１条第５項において読み替えて準用する同条第１項（同項第１号の規定に係る部分に限る。）」

と、第２項中「第４５１条第２項」とあるのは「第４５１条第５項において読み替えて準用する同条

第２項（同項第１号の規定に係る部分に限る。）」と読み替えるものとする。 

   附 則 

（東日本大震災に伴い用途を廃止した自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税の種別割の特例） 

第２７条 法附則第５８条第１項各号に掲げる期間中に取得された同条第５項に規定する他の３輪以

上の軽自動車、同条第７項に規定する他の二輪自動車等又は同条第９項に規定する他の小型特殊自動

車に対しては、当該他の３輪以上の軽自動車、他の二輪自動車等及び他の小型特殊自動車に対して課

する同条第１項各号に掲げる年度分の軽自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。 

 


